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奈良県子宮頸がん検診実施要領 新旧対照表 

改正後 現行 

奈良県子宮頸がん検診実施要領 

 

１．目的 

子宮がんは、早期発見・早期治療を行えばほとんどが治癒する疾患である。

これを早期に発見し、早期治療に結びつけることは、子宮がんの予防対策上、

重要な課題である。市町村は、子宮がんの早期発見、早期治療のために子宮

がん検診を積極的に実施し、子宮がんの正しい知識の普及を図り、住民の健

康水準の向上に寄与するものとする。 

 

２．実施主体 

実施主体は、市町村とする。 

市町村は、医師会、検査機関、保健所、その他関係機関の協力を得て実施

するものとする。 

 

３．対象者 

当該市町村の区域内に居住地を有する 20歳以上の女性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県子宮頸がん検診実施要領 

 

１．目的 

子宮がんは、早期発見・早期治療を行えばほとんどが治癒する疾患である。

子宮がん検診は、子宮頸部及び体部に発生するがんを早期に発見することを

目的に行う。同時に、子宮頸がんの多くにウイルス感染症が関与しているこ

とを踏まえ、子宮がんの予防の正しい知識の普及啓発に努める。 

 

 

２．実施主体 

実施主体は、市町村とする。 

 

 

 

３．対象者 

当該市町村の区域内に居住地を有する 20 歳以上の女性。検診回数は、原

則として、同一人について、２年に１回行うものとし、前年度受診しなかっ

た者に対しては、積極的に 受診勧奨を行うものとする。したがって、受診

機会は必ず毎年度設けることとし、受診率については以下の算式により算定

するものとする。 

受診率＝ 

（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）－（前年度及び当該年度における２年連続受診者数） 

（当該年度の対象者数＊）× 100 
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４. 受診回数 

隔年（２年に１回） 

前年度受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行うとともに、

受診機会は必ず毎年度設けることとする。 

 

５．検診項目 

検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診を行う。なお、コル

ポスコープ検査が必要な場合は、保険診療により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）問診は、子宮がん検診記録票（様式２）に基づき、不正性器出血等の

現在の症状、月経及び分娩・妊娠等に関する事項、既往歴、家族歴、過去の

検診受診状況等を聴取する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

４．検診項目 

検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診を行う。なお、コル

ポスコープ検査が必要な場合は、保険診療により対応する。 

 

 

 

 

 

のいずれかの症状を有していたことが判明した者については、子宮体部がん

の疑いがあるので、体部がん検査の受診を勧奨すること。 

体部がん検診を実施する市町村の受診者で、上記条件（※）を満たし、子宮

体部の細胞診を実施することに同意された場合は、引き続き体部がん検診を

行うことができる。その際、細胞診検査に係る疼痛や出血等の合併症がある

こと、細胞診偽陰性の可能性があり頸部検診に比べ精度がやや劣ること等に

ついて、十分説明を行ったうえで実施すること。 

 

（１）問診は、既往歴に加え、妊娠・分娩歴、月経の状況、不正性器出血等

の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取する。とりわけ不正性器出血に

ついては、いわゆる不正性器出血、閉経後出血、不規則月経、下着に付着し

た染み程度の赤色斑点（スポッティング）、一時的な少量の出血、褐色帯下等

出血に起因するすべての状態を含むことから、これらの状態を正しく把握す

ることが重要である。 

 

※なお、問診の結果、最近６カ月以内に 

ア．不正性器出血（一過性の少量の出血、閉経後出血等） 

イ．月経異常（過多月経、不規則月経等） 

ウ．褐色帯下 
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（２）略 

 

（３）子宮頸部の細胞診 

①細胞診については、直視下に子宮頸管及び膣部表面の全面擦過により細

胞を採取し、迅速に固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観

察する。 

②検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す

る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査

技師は、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医、及び細胞検査士である

ことが望ましい。 

 ③細胞診の結果は、ベセスダシステムを用い、適正・不適正のいずれかに

分類する。 

また下表に基づき、精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を 

依頼した者に通知する。なお、検体が不適正であった場合には、再度子 

宮頸部の細胞診を行う。 

判定後の検体は、少なくとも５年間保存しなければならない。 

＜ベゼスダ分類の結果と取り扱い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）略 

 

（３）細胞診については、子宮頸管及び膣部表面の全面擦過法、子宮体部は

吸引法または擦過法によることとし、迅速に固定した後、パパニコロウ

染色を行い顕微鏡下で観察する。その際、対象者は主として更年期又は

更年期以降の婦人であることから、子宮頸管が狭くなっていること等を

考慮し、吸引法及び擦過法の両器具を準備しておくことが望ましい。検

診車等で検診を実施する場合であって、吸引法又は擦過法のいずれかの

方法を用いても器具の挿入ができないときには、速やかに医療機関を受

診するように指導するとともに、医療機関における細胞診の結果等の把

握に努める。 

また、細胞採取器具については、ベセスダ分類の不適正検体の発生に

よる受診者の再検査の負担を軽減させるため、綿棒の使用は妊婦や集団

検診の場合等、検診実施医師が必要と判断する対象者のみとすることが

望ましい。 
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（４）略  

  

６． 実施方法 

（１）事前準備 

市町村は、あらかじめその地域の子宮がん発見の現状や対象者の把握を行

い、保健所、地区医師会、検診実施機関等と十分連携を図るものとする。 

 

（２）対象者の把握等 

市町村は、過去の受診結果を踏まえ、対象者の把握に努め、未受診者に対

する受診勧奨等検診の効率化を図るものとする。 

 ※子宮がん検診のためのチェックリスト【市区町村用】平成２８年４月 

「検診対象者・受診者の情報管理」参照 

 

７. 検診方法 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（１）受診票の交付 

市町村は、検診を希望する者に検診方法を説明し、子宮がん検診医療機関

（４）略 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 検診方法 

（１）医療機関の登録及び委託契約 

医療機関検診は、「子宮がん検診実施に関する契約」に記載された医療機関

で実施する。 

集団検診は、市町村と集団検診機関との委託契約等によって実施する。 

 

 

（２）対象者の把握等 

市町村は、あらかじめその地域の子宮がん発見の現状や対象者の把握を行

い、保健所、地区医師会、検診機関等と十分連携を図るものとする。 

市町村は、過去の受診結果を踏まえ、対象者の把握に努め、未受診者に対す

る受診勧奨等検診の効率化に努めるものとする。 

 

（３）検診申し込み 

市町村は、受診希望者から子宮がん検診の申し込みがあった場合は、検診
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受診票（様式１）を交付し、子宮がん検診医療機関受診受付名簿（様式５）

を作成する。 

なお、集団検診は、子宮がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式８）

を作成する。 

 

 

 

（２）検診方法 

検診実施機関は、子宮がん検診医療機関受診票（様式１）を受理し、検診

を実施する。また、検診の子宮頸部細胞診の結果が、ベセスダ分類の不適で

あった場合、医療機関は、再検査の実施について知らせ、再検査と明記した

子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～４）を用いて子宮頸部細胞診の再

検査を実施する。 

集団検診は、受診者が記入した子宮がん集団検診記録票（様式９）に基づ

き検診を実施する。 

 

 

 

 

（３）報告及び請求 

検診実施機関は、検診結果を子宮がん検診記録票（様式３）に記入の上、

市町村へ送付するとともに、子宮がん検診委託料請求書（様式４）によって

検診料金を市町村に請求する。 

検診の結果については、精密検査の必要性の有無を付し、検診実施機関が受

診者に速やかに知らせる。 

集団検診では、集団検診機関が検診結果通知を子宮がん集団検診受診者名

簿（兼）結果通知書（様式８）及び子宮がん集団検診記録票（様式９）によ

り市町村に報告する。市町村は、受診者に結果通知及び事後指導を行う。 

の意義や方法について十分説明すること。健康手帳の活用について指導する

ものとする。 

医療機関検診は、子宮がん検診医療機関受診受付名簿（様式５）を作成し、

子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～４）を受診申込者に交付する。 

集団検診は、子宮がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式８）を作

成するものとする。 

 

（４）検診の実施 

医療機関は、市町村が発行する子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～

４）を提示した者について検診を実施する。また、検診の子宮頸部細胞診の

結果が、ベセスダ分類の不適であった場合、医療機関は、再検査と明記した

子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～４）を市町村に請求し、受診者に、

再検査と明記した子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～４）を渡して、

再検査の実施について知らせる。 

そして、再検査と明記した子宮がん検診医療機関受診票等（様式１～４）を

提示した者について子宮頸部細胞診の再検査を実施する。 

集団検診は、受診者が記入した子宮がん集団検診記録票（様式９）に基づ

き検診を実施する。 

 

（５）結果通知 

医療機関検診では、医療機関は検診結果を子宮がん検診記録票（様式３）

に記入の上、県医師会を経由して市町村に報告するとともに、受診者に検診

結果を知らせ、必要に応じて事後指導を行う。また、検診の子宮頸部細胞診

の結果がベセスダ分類の不適であった者の再検査を実施した場合も、医療機

関は、検診結果を再検査と明記された子宮がん検診記録票（様式３）に記入

の上、県医師会を経由して市町村に報告するとともに、受診者に検診結果を

知らせ、必要に応じて事後指導を行う。 

集団検診では、集団検診機関が検診結果通知を子宮がん集団検診受診者名
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（４）精密検査を要する受診者 

精密検査が必要と判断された受診者について、検診実施機関及び集団検診

機関は、子宮頸がん検診精密検査依頼書兼結果通知書（様式７）により、精

密検査医療機関に精密検査を依頼する。 

精密検査医療機関は、子宮がん検診精密検査依頼書兼結果通知書（様式７）

によって精密検査結果を検診実施機関及び集団検診機関に報告する。 

市町村への精密検査結果報告は、検診実施医療機関及び集団検診機関が行

う。 

市町村は、精密検査未受診者への受診勧奨に際しては、検診実施機関に紹

介するとともに、不安を与えぬよう十分配慮し、適切な指導を行う。また精

密検査結果を整理するとともに、未報告分については、精密検査実施医療機

関に照会する。なお、精密検査医療機関及び検診実施機関は、市町村が事後

状況調査を行うにあたって協力するものとする。 

 

簿（兼）結果通知書（様式８）及び子宮がん集団検診記録票（様式９）によ

り市町村に報告する。 

市町村は、子宮がん検診報告票・子宮がん集団検診票に基づいて、受診者に

結果通知及び事後指導を行う。 

検診実施医療機関及び集団検診機関は、精密検査を必要とする者について

は、子宮がん検診精密検査依頼書兼結果通知書（様式７）により、精密検査

医療機関に精密検査を依頼する。 

精密検査医療機関は、子宮がん検診精密検査依頼書兼結果通知書（様式７）

によって精密検査結果を検診実施医療機関及び集団検診機関に報告する。 

市町村への精密検査結果報告は、検診実施医療機関及び集団検診機関が行う。 

市町村は、精密検査結果を整理するとともに、未報告分については、精密検

査実施医療機関に照会する。なお、精密検査医療機関及び医療機関並びに検

診機関は、保健師等が事後状況調査を行うにあたって協力するものとする。 

 

（新設） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）事後指導等 

市町村は、子宮がん検診記録票（様式３）、子宮がん集団検診記録票（様式

９）に基づき、子宮がん検診医療機関受診受付名簿（様式５）及び子宮がん

集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式８）を整理するとともに要精検

者については、子宮がん検診要精検者名簿（様式６）を作成し、秘密保持に

留意の上事後状況を把握し、未受診者への受診勧奨及び事後指導を行うもの

とする。 

 

（７）細胞診による指導区分等 

ア．検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有

する専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床

検査技師は日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士であ

ることが望ましい。 

イ．子宮頸部の細胞診の結果は、ベセスダ分類（NILM、ASC-US、ASC-H、

L-SIL、H-SIL、SCC、AGC 、AIS、 Adenocarcinoma、Other）によ

って分類し、精密検査の必要性の有無を決定し、速やかに検査を依頼

した者に対して通知する。 

ウ．子宮体部の細胞診の結果は、「陰性」、「擬陽性」及び「陽性」に区分し、

速やかに検査を依頼した者に対し通知する。 

エ．判定後の検体は、専門的検査機関において少なくとも３年間保存しな

ければならない。 

 

「細胞診判定結果の取り扱い」は、下記のとおりとする。 

①子宮頸部がん検診           
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②子宮体部がん検診 

原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「擬陽性」及び「陽性」の

者は「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を総合的に判断

して精密検査受診の要否を決定するが、精密検査受診の必要がない場合

は「精検不要」とし、受診者に、速やかにそれぞれの区分に対応した内

容の通知及び指導を行う。 

ア．「要精検」に区分された者 

医療機関において精密検査を受診するように指導する。 

イ．「精検不要」と区分された者 

日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（５）記録の整備 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状況、細胞診の結果、

精密検査の必要性の有無等を記録するものとする。 

また、受診指導の記録に合わせて整理するほか、必要に応じて個人票を作成

し、治療の状況等を記録するものとする。 

 

 

（６）報告 

市町村は、子宮がん検診記録票（様式３）、子宮がん集団検診記録票（様

式９）に基づき、子宮がん検診医療機関受診受付名簿（様式５）及び子宮が

ん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書（様式８）を整理するとともに要精

検者については、子宮がん検診要精検者名簿（様式６）の結果に基づいて、

市町村がん検診結果報告書総括表様式を作成し、毎年６月末までに速報値

を、12月末までに確定値を管轄保健所に提出するものとする（中核市は県疾

病対策課に直接提出）。 

県保健所は、管内市町村の市町村がん検診結果報告書総括表様式のデータを

とりまとめ、毎年７月末までに速報値を、１月末までに県疾病対策課に提出

するものとする。 

 

 

（８）報告 

市町村は、市町村がん検診結果報告書総括表様式を作成して、毎年６月末ま

でに速報値を、翌年 12 月末までに確定値を管轄保健所に提出するものとす

る（中核市は県健康づくり推進課に直接提出）。 

県保健所は、管内市町村の市町村がん検診結果報告書総括表様式のデータを

とりまとめ、毎年７月末までに速報値を、１月末までに県健康づくり推進課

に提出するものとする。 

 

（９）記録の整備 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診受診状況、子宮頸部及び子

宮体部の細胞診の結果、子宮頸部及び子宮体部のそれぞれの精密検査の必要

性の有無等を記録するものとする。 

また、受診指導の記録に合わせて整理するほか、必要に応じて個人票を作成

し、治療の状況等を記録するものとする。 

 

（新設） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．精度管理 

（１） 検診実施機関については、国の「がん予防重点健康教育及びがん検

診実施のための指針（平成 28年 2月 4日一部改正）」の「事業評価のための

チェックリスト【検診実施機関用】」（別添）を満たしていることを基本とす

る。 

 

（２）その他、精度管理については、奈良県市町村がん検診精度管理要領に

よるものとする。 

 

９．検診料金等 

（１） 検診料金等は、市町村と検診実施機関（又は検診実施機関をとりま

とめる地区医師会等）との契約に定めるところによるものとする。 

 

 

（２） 精密検査の費用については、受診者が精密検査医療機関に所定の料

金を支払う。（医療保険扱い） 

 

１０．個人情報の保護 

５．子宮がん予防についての指導 

子宮頸部がんの多くに性感染症であるヒトパピローマウイルスが関与してい

ることを踏まえ、予防のための正しい知識の普及啓発に積極的に取り組む必

要がある。そのため、教育関係者や母子保健担当者とも連携を図るなど、若

年層からの効果的な健康教育を推進すること。 

なお、エストロゲン単独投与を受けたことがある者等、子宮体がんのハイリ

スク者と考えられる者に対しては、子宮体がんに罹患する可能性が高いこと

を説明した上で、今後不正性器出血等の臨床症状を認めた場合には速やかに

専門医療機関を受診するよう指導すること。 

 

６．精度管理 

（１） 検診実施機関については、国の「今後の我が国におけるがん検診事業

評価の在り方について」（がん検診事業の評価に関する委員会報告書（平成

20年３月）。以下「報告書」という。）の「事業評価のためのチェックリスト

【検診実施機関用】」（別添）を満たしていることを基本とする。 

 

（２）その他、精度管理については、奈良県市町村がん検診精度管理要領（平

成 23年４月１日作成）によるものとする。 

 

７．検診料金等 

（１） 検診料金等は、市町村と検診実施機関（又は検診実施機関をとりまと

める地区医師会）又は市町村を代理する県と県医師会との契約に定めるとこ

ろによるものとする。 

 

（２） 精密検査の費用については、受診者が精密検査医療機関に所定の料金

を支払う。（医療保険扱い） 

 

８．個人情報の保護 
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この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関

する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部を改正する法律（平成 27年法律第 65号）の関係法令及

び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス（平成 29年 4月 14日通知、同年 5月 30日適用 厚生労働省）」等に留

意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。 

 

１１．その他 

（１）子宮体部の細胞診を実施する場合の留意点 

①対象者 

子宮頸がん検診の問診の結果、最近６カ月以内に、不正性器出血（一

過性の少量の出血、閉経後出血等）、月経異常（過多月経、不規則月

経等）、褐色帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に

対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあることから、第一選

択として、十分な安全管理の下で多様な検査を実施できる医療機関へ

の受診を勧奨する。 

ただし、子宮頸がん検診と併せて子宮体部の細胞診（子宮内膜細胞

診）を実施することについて本人が同意する場合には、子宮頸部の細

胞診に引き続き子宮体部の細胞診を行う。 

②問診の留意点 

問診時に聴取する不正性器出血は、いわゆる不正出血、閉経後出血、

不規則月経、下着に付着した染み程度の赤色斑点（スポッティング）、

一次的な少量の出血及び褐色帯下等出血に起因するすべての状態を

含み、問診の際には、このような状態を正しく把握するよう留意する。 

③細胞採取の留意点 

子宮体部の細胞診においては、吸引法又は擦過法によって、子宮内

膜細胞を採取するが、対象者は、主として更年期又は更年期以後の女

性であることから、子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し、吸引

この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年５月 30 日 法律第 57 号）」 等の関係法令及び「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平

成 16年 12月 14日〔平成 18年４月改正、平成 22年９月改正〕厚生労働省）」

等に留意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。 

 

 

（新設） 
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法及び擦過法の両器具を準備しておくことが望ましい。 

また、検診車等で実施する場合であって、吸引法又は擦過法のいず

れかの方法を用いても器具の挿入ができないときは、速やかに医療機

関を受診するよう指導するとともに、医療機関における細胞診の結果

等の把握に努める。 

 

（２）指導区分 

原則として、子宮体部の細胞診の判定結果が「擬陽性」及び「陽性」の

者は、「要精検」とし、「陰性」の者は、その他の臨床症状を総合的に判断

して精密検査受診の要否を決定するが、精密検査受診の必要がない場合

は、「精検不要」とし、受診者に、速やかにそれぞれの区分に対応した内

容の通知及び指導を行う。 

①「要精検」に区分された者 

医療機関において精密検査を受診するように指導する。 

②「精検不要」と区分された者 

日常生活において不正性器出血等に注意するよう指導する。 

 

（附則） 

  改正後の要領は、平成 30年４月１日より適用とする。 

 

改正経緯 

平成４年５月１日制定 

平成８年４月１日一部改正 

平成 10年４月１日一部改正 

平成 12年４月１日一部改正 

平成 14年４月１日一部改正 

平成 16年４月１日一部改正 

平成 17年４月１日一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 
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平成 18年４月１日一部改正 

平成 19年４月１日一部改正 

平成 20年４月１日一部改正 

平成 22年４月１日一部改正 

平成 23年４月１日一部改正 

平成 24年４月１日一部改正 

平成 25年４月１日一部改正 

平成 26年４月１日一部改正 

平成 27年４月１日一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 

（附則） 

（略） 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
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子宮頸がん検診フローチャート（個別検診） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子宮頸がん検診フローチャート（集団検診） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子宮頸がん検診医療機関検診フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子宮頸がん検診集団検診フローチャート 
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様式１～４（略） 

 

様式５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１～４（略） 

 

様式５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重篤な偶発症
の有無

受診月日 結果 検診中／検診後

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

体部

子宮がん検診医療機関受診受付名簿（結果通知書）

年齢 住所 電話番号 受診医療機関
検診結果

細胞診結果
備考生年月日

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

市町村名（　　　　　　　　　　　　　）

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

子宮がん検診医療機関受診受付名簿（結果通知書） 　　　　 市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

頸部
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

体部

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

受診医療機関
検診結果

受診月日

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　　　擬陽性　　　　　　　　陽性　　　　　　　　判定不能

※重篤な偶発症

　の有無 備考
細胞診結果 結果 検診中／検診後

生年月日 年齢 住所 電話番号

秘
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様式６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６

　　　子　宮　頸　が　ん　検　診　要　精　検　者　名　簿

　

微
小
浸
潤
が
ん

偶
発
症
に
よ
る
死
亡
あ
り

　　　　　　　　　　　　　　　　市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検
診
受
診
月
日

検診機関名 氏　名
年
齢

生年
月日

住　所

受診歴
細胞
診

結果

精
検
受
診
月
日

備
 
 

考

頸　　部

う
ち
結
果
未
記
入

う
ち
結
果
未
返
送

精検中／

精検後

重
篤
な
偶
発
症
を
確
認

未
　
　
受
　
　
診

が
ん

（
転
移
性
を
含
ま
な
い

）

C
I
N
3
ま
た
は
A
I
S

精密医療機
関

精検結果

未
　
　
把
　
　
握

偶発症の

有無

C
I
N
2

C
I
N
1

腺
異
形
成

が
ん
の
疑
い
の
あ
る
者

ま
た
は
未
確
定

が
ん
及
び
異
形
成
以
外
の
疾
患
で

あ

っ
た
者

初
 
 
 
 

回

非
 
 

初
 
 

回

頸
　
　
　
　
　
部

異
常
認
め
ず

様式６

　　　子　宮　が　ん　検　診　要　精　検　者　名　簿

　

が
ん
の
う
ち
原
発
性
の
が
ん

原
発
性
の
う
ち
微
小
浸
潤
が
ん

原
発
性

続
発
性

が
ん
以
外
の
疾
患

う
ち
内
膜
増
殖
症

偶
発
症
に
よ
る
死
亡
あ
り

がん

細胞診

結果

初
 
 
 
 

回

非
 
 

初
 
 

回

頸
　
　
　
　
　
部

体
　
　
　
　
　
部

C
I
N
1

精
検
受
診
月
日

精密医療
機関

精検結果

未
　
　
受
　
　
診

未
　
　
把
　
　
握

う
ち
結
果
未
記
入

う
ち
結
果
未
返
送

異
常
な
し

頸　　部 体部

腺
異
形
成

が
ん
の
疑
い
の
あ
る
者

ま
た
は
未
確
定

が
ん
及
び
異
形
成
以
外
の
疾
患
で

あ

っ
た
者

C
I
N
2

検
診
受
診
月
日

氏　名
生年
月日

住　所
検診機関

名
年
齢

が
ん
の
疑
い
の
あ
る
者

ま
た
は
未
確
定

受診歴

　　　　　　　　　　　　　　　　市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

偶発症の

有無

精検中／

精検後

重
篤
な
偶
発
症
を
確
認

備
 
 

考
が
　
　
ん

C
I
N
3
ま
た
は
A
I
S
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様式７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式７ 
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様式８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式９（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式９（略） 

 

 

重篤な偶発症
の有無

指示区分 検診中／検診後

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

不適
（判定不能）

NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC ALS Adenoca Other

上記のとおり　　　　　　　　　名　受診したことを確認します。 検査機関住所

実施市町村又は事業所住所

検査機関責任者

実施市町村又は事業所住所責任者名

※検査中または検査後、明らかに検査
に起因すると考えられる偶発症（入院を
要するものに限る）の有無及びその内
容について記載

子宮がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書

電話番号

平成　　年　　月　　日実施 市町村名又は事業者名 検診場所

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

陰性　　　　　　擬陽性　　　　　　陽性　　　　　　判定不能

集検番号 氏名 生年月日 年齢 住所又は事業所名 備考
細胞診結果

様式８（頸部検診用）

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

　
不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

不適

（判定不能）
NILM ASC-US ASC-H LSIL HSIL SCC AGC AIS Adenoca Other

上記のとおり　 名 受診したことを確認します。 検査機関住所

実施市町村又は事業所住所 検査機関責任者

実施市町村又は事業所責任者氏名

検診結果

細胞診結果 指示区分

住所又は事業所名 電話番号

　子宮がん集団検診受診者名簿（兼）結果通知書

氏名集検番号 生年月日 年齢

平成　　年　　月　　日実施

※検査中または検査後、明らかに検査に

起因すると考えられる偶発症（入院を要す

る物に限る。）の有無及びその内容につい

て記載して下さい。

市町村名又は事業者名 検診場所

検診中／検診後

※重篤な偶発症

　の有無 備考

秘


